
平成２６年度随意契約情報(委託料)総務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ

名
契約の相手方 契約件名 開始 終了

契約金額
（円）

適用条項 随意契約理由

1 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤整
備グループ

ダイキン工業　株式会
社　西日本サービス
部　西日本サ－ビス
部長　中野　覚

大阪府庁舎別館ＩＴ推進
課冷暖房機保守点検業
務契約

20140401 20150331 1,998,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該設備の製造
業者）でなければ実施することがで
きないものであるため

2 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤整
備グループ

株式会社　日立製作
所　関西支社　真鍋
靖

行政文書管理システム
コールセンター業務

20140507 20140612 2,308,500
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者(コールセンター運
用業務の受託者)でなければ実施
することができないものであるため

3 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤整
備グループ

西日本電信電話　株
式会社　村尾　和俊

高津データセンターオペ
レーション業務

20140401 20150331 4,944,780
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該施設の運営
管理者）でなければ実施すること
ができないものであるため

4 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤整
備グループ

東芝ソリューション
株式会社　関西支社
支社長

行政文書管理システム
運用管理支援業務（平
成２６年４～１２月分）

20140401 20141231 10,784,880
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者(当該システムの
開発事業者)でなければ実施する
ことができないものであるため

5 契約 総務委託
総務・シス
テムグルー
プ

東芝ソリューション
株式会社　関西支社
三田　惠補

大阪府電子調達システ
ムに係るシステム機能
改修業務

20140404 20140831 2,688,120
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該システムの
再構築者）でなければ実施するこ
とができないものであるため

6 契約 総務委託
総務・シス
テムグルー
プ

一般財団法人日本建
設情報総合セ　門松
武

電子調達システムサ
ポートサービス提供

20140401 20170331 9,720,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該サービスの
唯一の提供者）でなければ実施す
ることができないものであるため

7 市町村 市町村
財政グルー
プ

地方公共団体情報シ
ステム機構

平成２６年度市町村分
普通交付税等算定業務
の電算処理委託

20140401 20150331 2,240,460
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（市町村分普通交付税等算定
業務）が特定の者（総務省指定の
地方公共団体情報システム機構）
でなければ実施することができな
いものであるため

8 市町村 市町村
行政グルー
プ

日本電気　株式会社
関西支社

住民基本台帳ネットワー
クシステム運用管理業
務の委託契約

20140401 20150331 4,892,400
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（システムの運用管理）が特
定の者（当該システムの機器提供
業者）でなければ実施することがで
きないものであるため
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9 市町村 市町村
行政グルー
プ

地方公共団体情報シ
ステム機構

住基ネットにおける都道
府県サーバ集約セン
ターに設置している大阪
府に係る機器及び集約
ネットワークの運用及び
監視に関する業務委託
契約

20140401 20150331 17,093,376
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（集約センターの運用監視等）
が特定の者（当該センターの運用
者）でなければ実施することができ
ないものであるため

10 市町村 市町村
行政グルー
プ

地方公共団体情報シ
ステム機構

住民基本台帳ネットワー
クシステムにおける大阪
府に係る都道府県ネット
ワークの監視及び保守
に関する業務委託契約

20140401 20150331 54,185,604

特例政令第１０条
第１号及び政府調
達に関する協定第
15条第１項（ｂ）

特許権等排他的権利（住民基本台
帳法による総務大臣の指定を受け
た指定情報処理機関である財団
法人地方自治情報センターが調達
する全国ネットワークと一体的に監
視及び保守する必要がある業務）
に係る業務であるため

11 人事局 人事
人事グルー
プ

（福）日本ライトハウス
理事長　橋本　照夫

平成２６年度大阪府職
員採用選考の問題等の
点字訳並びにこれらに
付随する業務（非常勤
職員採用選考及び任期
付職員採用選考を含
む）（単価契約）

20140428 20150331 1,183,966
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（点字訳に関して
採用選考問題などの専門的な知
識・技術や経験を持ち、短時間で
正確・適正に対応できる者）でなけ
れば実施することができないため。

12 人事局 総務Ｓ
管理・企画
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

平成２５年度給与差額
支給に係る総務事務シ
ステム及び給与計算シ
ステム改修業務（２６年
度分

20140401 20140630 6,480,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（システム改修業務）が特定
の者（総務サービス運営業務及び
給与計算システム運営業務の受
託者）でなければ実施することがで
きないものであるため

13 人事局 企画厚生
健康管理グ
ループ

公益財団法人　大阪
府保健医療財団　大
阪がん循環器病予防
センター　理事長

胃検診（２次検診・管理
検診）委託

20140401 20150331 9,636,672
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者(経過観察に必要
な精密検査結果の経年データを保
有する者)でなければ実施すること
ができないため

14 人事局 企画厚生
健康管理グ
ループ

ウェルネス・コミュニ
ケーション　株式会社

大阪府職員健康管理シ
ステム運用関係業務委
託

20140401 20150331 14,058,792
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該システムの
開発業者）でなければ実施するこ
とができないものであるため
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15 人事局 人事
考査・育成
グループ

株式会社　東京リー
ガルマインド　大阪法
人事業本部

大阪府職員研修の実施
に関する業務及びその
関連業務

20140401 20150331 51,370,588
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（大阪府職員研修の実施に関
する業務及びその関連業務）が特
定の者（公募により選定された事
業者）でなければ実施することがで
きないものであり、現に契約履行
中の当該業者に引き続き業務を実
施させた方が、経費の節減が確保
できる等有利と認められるため。

16 人事局 総務Ｓ
管理・企画
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

非常勤職員交通費の複
数月定期券制度の導入
等に係る総務事務シス
テム改修業務

20140401 20150331 127,850,400
特例政令第１０条
第２号

既に調達をした業務（総務サービ
ス運営業務）に連接して行う調達
で、既に契約した相手方以外の者
から調達したならば、既に調達した
業務の便益を享受することに著し
い支障が生ずるおそれがあるため

17 人事局 総務Ｓ
管理・企画
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

共済の標準報酬制移行
に係る総務事務システ
ム及び給与計算システ
ム改修業務

20140401 20150331 203,040,000
特例政令第１０条
第２号

既に調達をした業務（総務サービ
ス運営業務及び給与計算システム
運営業務）に連接して行う調達で、
既に契約した相手方以外の者から
調達したならば、既に調達した業
務の便益を享受することに著しい
支障が生ずるおそれがあるため

18 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

ＮＥＣネッツエスアイ
株式会社　関西支社
森脇　和広

大阪府咲洲庁舎鍵管理
システム保守管理業務

20140401 20150331 1,609,200
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（鍵管理ｼｽﾃﾑの保守点検）が
特定の者（自社製品）でなければ
実施すことができないものであるた
め。

19 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

ナブコドア　株式会社
横山　雄二

大阪府咲洲庁舎自動ド
ア保守点検業務

20140401 20150331 3,402,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（自動ドアの保守点検）が特定
の者（自社製品）でなければ実施
すことができないものであるため。
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20 庁舎管理 庁舎管理
庁舎保全グ
ループ

ＮＥＣネッツエスアイ
株式会社　関西支社

大阪府庁舎構内電話設
備保守管理業務委託契
約について

20140401 20150331 4,168,800
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

府庁舎電話通信システム保守管
理業務が特定の者（当該システム
の製造業者）でなければ実施する
ことができないものであるため

21 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

西日本電信電話　株
式会社　村尾　和俊

大阪府咲洲庁舎電話交
換設備保守点検業務
（日立製）

20140401 20150331 7,555,680
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（電話交換設備の保守点検）
が特定の者（自社製品）でなけれ
ば実施すことができないものであ
るため。

22 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

日本電気　株式会社
関西支社　久田　猛
夫

大阪府咲洲庁舎電話交
換機設備保守点検業務
（ＮＥＣ製）

20140401 20150331 8,586,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（電話交換機設備の保守点
検）が特定の者（自社製品）でなけ
れば実施すことができないもので
あるため。

23 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

エヌ・ティ・ティ・デー
タ・カス　株式会社
関西支社　三原　俊
彦

大阪府咲洲庁舎ビル管
理システム保守管理業
務

20140401 20150331 9,288,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（ﾋﾞﾙ管理ｼｽﾃﾑの保守点検）
が特定の者（自社製品）でなけれ
ば実施すことができないものであ
るため。

24 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

サンセイ　株式会社
小嶋　敦

大阪府咲洲庁舎ゴンド
ラ保守点検等業務

20140401 20150331 19,224,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（ゴンドラの保守点検）が特定
の者（自社製品）でなければ実施
すことができないものであるため。

25 庁舎周辺 庁舎周辺
整備グルー
プ

公益財団法人　大阪
府文化財センター　理
事長　田邉　征夫

本館耐震改修工事に伴
う大坂城発掘調査

20140411 20161130 80,890,920
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

大阪府における開発事業等に伴う
埋蔵文化財調査の取扱い基準に
より、府の事業による発掘調査は、
委託先が特定されている

26 庁舎周辺 庁舎周辺
整備グルー
プ

一般財団法人地域地
盤環境研究所

　咲洲庁舎の検討用長
周期地震動作成業務
（その２）

20140522 20150331 11,340,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（国の知見を踏まえた長周期
地震動作成）が特定の者（地震動
の作成に関する高度な専門的知
識・経験を有する者）でなければ実
施できないものであるため
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27 庁舎周辺 庁舎周辺
整備グルー
プ

株式会社日建設計大
阪オフィス

　咲洲庁舎の長周期地
震動対策に関する調査
検討業務（その２）

20140527 20150331 17,712,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（既存建築物に対する長周期
地震動の影響と対策の調査検討）
が特定の者（対象建物の構造・設
計を熟知した者）でなければ実施
できないものであるため

28 法務 法務
法規グルー
プ

東芝ソリューション
株式会社　関西支社
三田　惠補

大阪府電子公報システ
ム運用支援業務

20140401 20150331 1,030,320
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該システムの
開発業者）でなければ実施するこ
とができないものであるため

29 法務 法務
法規グルー
プ

株式会社　ぎょうせい
代表取締役社長　澤
田　裕二郎

大阪府例規データベー
ス更新業務

20140401 20150331 5,659,200
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

特殊の性質（例規執務サポートシ
ステムに適合する大阪府例規デー
タベースの更新）を有する業務であ
るため、委託先（(株)ぎょうせい）が
特定される

30 契約 総務委託
総務・シス
テムグルー
プ

東芝ソリューション
株式会社　関西支社
三田　惠補

大阪府電子調達システ
ムに係るシステム機能
改修業務（その２）

20140602 20140930 5,538,240
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該システムの
開発者）でなければ実施すること
ができないものであるため

31 契約 総務委託
総務・シス
テムグルー
プ

東芝ソリューション
株式会社　関西支社
三田　惠補

大阪府電子調達システ
ムに係る質疑制度シス
テム構築　要件定義・基
本設計業務

20140623 20140930 7,020,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該システムの
開発者）でなければ実施すること
ができないものであるため

32 契約 総務委託
総務・シス
テムグルー
プ

東芝ソリューション
株式会社　関西支社
三田　惠補

大阪府電子調達システ
ムに係るシステム機能
改修業務（その３）

20140627 20150331 12,355,200
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該システムの
開発者）でなければ実施すること
ができないものであるため

33 庁舎周辺 庁舎周辺
整備グルー
プ

公益財団法人　大阪
府文化財センター　理
事長　田邉　征夫

本館耐震改修工事に伴
う大坂城発掘調査

20140704 20150331 7,201,440
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

大阪府における開発事業等に伴う
埋蔵文化財調査の取扱い基準に
より、府の事業による発掘調査は、
委託先が特定されている
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34 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

電気硝子建材　株式
会社　代表取締役
大下純夫

大阪府咲洲庁舎外壁定
期調査点検業務

20140610 20150130 1,296,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業者(外壁の点検)が特定の者(自
社製品）でなければ実施すること
ができないものであるため。

35 人事局 企画厚生
健康管理グ
ループ

医療法人　寿楽会大
野クリニック

平成２６年度女性検診
委託料

20140707 20150331 1,165,320
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業者が特定の者（機器・医師等、
専門的な実施体制が整備できてい
る医療機関）でなければ実施する
ことができないものであるため。

36 人事局 総務Ｓ
管理・企画
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

大阪府総務サービス運
営包括業務

20140829 20220103 4,374,648,000
特例政令第１０条
第２号

既に調達をした業務（総務サービ
ス運営業務）に連接して行う調達
で、既に契約した相手方以外の者
から調達したならば、既に調達した
業務の便益を享受することに著し
い支障が生ずるおそれがあるため

37 人事局 総務Ｓ
管理・企画
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

厚生年金保険及び健康
保険の資格の取扱変更
に係る総務事務システ
ム改修業務

20140919 20150331 16,524,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（システム改修業務）が特定
の者（総務サービス運営業務の受
託者）でなければ実施することがで
きないものであるため

38 契約 総務委託
総務・シス
テムグルー
プ

東芝ソリューション
株式会社　関西支社
三田　惠補

大阪府電子調達システ
ムに係る質疑制度シス
テム構築システム開発
業務

20141001 20150331 47,034,000
特例政令第１０条
第２号

業務が特定の者（当該システムの
開発者）でなければ実施すること
ができないものであるため

39 契約 総務委託
総務・シス
テムグルー
プ

東芝ソリューション
株式会社　関西支社
三田　惠補

大阪府電子調達システ
ムに係るシステム機能
改修業務（定期受付）

20140829 20141226 8,803,080
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務が特定の者（当該システムの
開発者）でなければ実施すること
ができないものであるため

40 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

一般財団法人関西電
気保安協会　宮本
恒明

大阪府咲洲庁舎自家発
電設備保守点検業務

20140901 20150320 3,402,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第８号

再度の入札に付し落札者がないた
め
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平成２６年度随意契約情報(委託料)総務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ

名
契約の相手方 契約件名 開始 終了

契約金額
（円）

適用条項 随意契約理由

41 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤
整備グ
ループ

ソフトバンクテレコ
ム　株式会社　法人
第二営業本部　第
二営業統括部　統
括部長　古川　国弘

総合行政ネットワーク
大阪府ノード移設業
務

20141101 20141130 1,821,960
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務が特定の者（当該運用
サービス指定事業者）でなけれ
ば実施することができないもの
であるため

42 市町村 市町村
行政グ
ループ

赤井旗幕　株式会
社

第４７回衆議院議員
総選挙懸垂幕・横断
幕による選挙広報業
務に係る経費の支出
について

20141125 20141215 1,641,600
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第６号

早急に契約をしなければ契約
をする機会を失うおそれがある
ため

43 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤
整備グ
ループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

債権管理システム及
び住所・全銀マスタ管
理検索システムの
サーバリプレース業
務

20150119 20150331 5,173,200
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改修業務）が特
定の者（当該システムの開発業
者）でなければ実施することが
できないものであるため

44 人事局 総務Ｓ
管理・企
画グルー
プ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

平成２６年度給与改
定等に係る総務事務
システム改修業務

20141225 20150331 5,035,409
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改修業務）が特
定の者（総務サービス運営業
務の受託者）でなければ実施
することができないものである
ため

45 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤
整備グ
ループ

関電システムソ
リューションズ　株
式会社　田村　和豊

会議室予約システム
及び庁内ウェブペー
ジ更新システムの
サーバリプレース業
務

20150105 20150331 4,104,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改修業務）が特
定の者（当該システムの開発業
者）でなければ実施することが
できないものであるため

46 契約
総務委
託

総務・シス
テムグ
ループ

東芝ソリューション
株式会社　関西支
社　三田　惠補

大阪府電子調達シス
テムに係るシステム
機能改修業務（その
４）

20150126 20150331 3,544,560
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務が特定の者（当該システム
の開発者）でなければ実施する
ことができないものであるため

47 市町村 市町村
総務グルー
プ

富士通　株式会社
関西支社
阿河　孝英

選挙投開票速報システ
ム改修業務委託

20150216 20150331 2,397,600
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（システム運用等業務）が特
定の者（当該システムの開発業
者）でなければ実施することができ
ないものであるため
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平成２６年度随意契約情報(委託料)総務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ

名
契約の相手方 契約件名 開始 終了

契約金額
（円）

適用条項 随意契約理由

48 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

三菱電機プラントエン
ジニアリン　株式会社
西日本本部　石崎
貴

大阪府咲洲庁舎中央監
視設備（電気）保守点検
業務

20150206 20150327 1,404,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務(中央監視設備の保守点検)が
特定の者(当該設備の製造業者)で
なければ実施することができない
ものであるため

49 庁舎管理 庁舎管理
咲洲庁舎保
全グループ

アズビル　株式会社
ビルシステムカンパニ
執行役員支社長　田
村　春夫

大阪府咲洲庁舎空気源
装置保守点検業務

20150204 20150320 1,166,400
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務(空気源装置の保守点検)が特
定の者(当該設備の製造業者)でな
ければ実施することができないも
のであるため

50 庁舎周辺 庁舎周辺
整備グルー
プ

（株）日建設計　大阪
オフィス

　咲洲庁舎の長周期地
震動対策に関する調査
検討業務（その２）

20140527 20160331 17,712,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（既存建築物に対する長周期
地震動の影響と対策の調査検討）
が特定の者（対象建物の構造・設
計を熟知した者）でなければ実施
できないものであるため

51 庁舎周辺 庁舎周辺
整備グルー
プ

一般財団法人地域地
盤環境研究所

　咲洲庁舎の検討用長
周期地震動作成業務
（その２）

20140522 20160331 11,340,000
地方自治法施行
令第１６７条の２第
１項第２号

業務（国の知見を踏まえた長周期
地震動作成）が特定の者（地震動
の作成に関する高度な専門的知
識・経験を有する者）でなければ実
施できないものであるため

Ｈ２６．４～５月 29件 円

Ｈ２６．６～７月 ６件 円

Ｈ２６．８～９月 ５件 円

Ｈ２６．１１月 ２件 3,463,560 円

Ｈ２６．１２～H２７．１月 ４件 17,857,169 円

Ｈ２７．２～３月 ５件 34,020,000 円

合　計 51件 円

694,942,658

総務部（委託料）

5,235,270,667

34,576,200

4,450,411,080
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